
対象医療機関
（※２）

医療措置の内容

病床確保 発熱外来
自宅・宿泊療養者、

高齢者施設等、障がい者
施設等への医療の提供

後方支援
（感染症患者以外の患者の受入

または
感染症から回復後に入院が必
要な患者の転院の受入）

人材派遣

病院 ○ ○ ○ ○ ○

診療所 ○（※１） ○ ○

薬局 ○

訪問看護 ○

備考
第一種協定指定医療機関

に指定
第二種協定指定医療機関

に指定


